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水源地域訪問交流事業実施要領 

 

(趣旨) 

第１条 この要領は、「かながわ水源地域活性化計画」(以下「活性化計画」という。)に基

づく、教育活動を通じた共通理解の促進のため、小中学生が水源地域を訪問して参加する

水源環境の保全や水資源の重要性に関する体験・交流プログラム（以下、「訪問交流事業」

という。）の実施について、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 水源地域とは、相模原市緑区の一部(城山地区、津久井地区、相模湖地区、藤野地区)、 

山北町、愛川町、清川村をいう。 

(2) 都市地域とは、横浜市、川崎市、相模原市（前号を除く地域）、横須賀市、平塚市、鎌 

倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢 

原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町をいう。 

(3) かながわ水源地域の案内人とは、水源地域活性化推進協議会が別に定める個人または 

団体をいう。 

(4) 交流対応者とは、小中学生が水源地域を訪問して参加する水源環境の保全や水資源の 

重要性に関する体験・交流プログラムを事前に登録した者をいう。 

(対象) 

第３条 この要領において実施対象とするのは、次の各号に該当する者とする。 

(1) プログラムを登録できる者は、次に定める各事項に適合していると認められる者とす 

る。 

ア 神奈川県内の水源地域で次のいずれかの活動を行っていること。 

(ア) 地域づくり・地域活性化のための活動 

(イ) 自然、郷土文化、食文化などの地域資源を生かした活動 

(ウ) 都市地域住民との交流活動 

(エ) その他、アからウに類似する活動をしており、土地水資源対策課長が認めた活動 

  イ 児童・生徒を対象に次のいずれの条件も満たす内容のプログラムを自ら提案し、実 

施することができる個人又は団体 

(ア) 水源地域の環境や役割等、水源環境への理解を深めるための説明を行うこと 

(イ) 第５条に基づくプログラムに登録された実施場所において実験等を見せたり、体 

験させたりすること 

(2) プログラムに参加できる児童・生徒は、次の各号に適合する学校・団体とする。 

ア 神奈川県内の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程に限る）、特 

別支援学校、放課後児童クラブや子ども会等子どもの活動支援を行う民間団体等（以 
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下、「小中学校等」という。）であること 

イ 学年、学級、部活動、団体のいずれかの単位で実施されるものであること 

(実施方式) 

第４条 訪問交流事業は、あらかじめ県が募集し、審査のうえ登録したプログラムについて、

県から交流対応者への委託により実施するものとする。ただし、国又は他の地方公共団体

からの助成を受けている事業は、委託対象事業としない。 

２ 訪問交流事業の実施方式は原則対面とするが、必要に応じてオンラインによる実施も

可能とする。 

３ 交流対応者は、材料費、人件費、交通費等のプログラムを実施するための費用を500,000

円未満の金額で見積もるものとする。 

  なお、仕様書のとおりに実施ができない場合には、直ちに県に連絡し、実施について調 

整するものとする。 

(プログラム登録及び取消) 

第５条 プログラムの登録及び取消は、次の各号に掲げる方法により行う。 

(1) プログラムの登録を希望する者のうち、かながわ水源地域の案内人においては水源地 

域訪問交流事業プログラム登録申請書（第１号様式）のみを、かながわ水源地域の案内  

人以外の者においては水源地域訪問交流事業プログラム登録申請書（第１号様式）に水 

源地域訪問交流事業活動状況報告書（第１号の２様式）を添えて土地水資源対策課長に 

提出する。 

(2) 土地水資源対策課長は、申請内容を審査のうえ、登録の可否について決定し、申請者 

に対し水源地域訪問交流事業プログラム登録結果通知書（第２号様式）によりその結果 

を通知する。なお、登録内容について、県はホームページに公表することができるもの 

とする。 

(3) 次に定める事項に該当した場合、土地水資源対策課長は水源地域訪問交流事業プログ 

ラム登録取消決定通知書（第３号様式）により、登録を取り消す。 

ア 交流対応者から水源地域訪問交流事業プログラム登録取消申請書（第４号様式）に 

より登録取消の申し出があった場合 

イ 交流対応者が第３条第１号に該当しなくなった場合 

ウ 交流対応者としての適性を著しく欠く事態が生じた場合 

(プログラム登録内容の変更) 

第６条 交流対応者は、プログラムの登録内容に変更が生じた場合に、水源地域訪問交流事

業プログラム変更申請書（第５号様式）により、速やかに変更内容を土地水資源対策課長

に提出するものとする。 

２ 土地水資源対策課長は、申請内容を審査のうえ、交流対応者に対し水源地域訪問交流事

業プログラム変更結果通知書（第６号様式）によりその結果を通知する。 

３ 申請者情報等プログラム以外の変更については、水源地域訪問交流事業申請者情報等

変更届出書（第７号様式）により、速やかに変更内容を土地水資源対策課長に届け出るも
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のとする。 

(訪問交流事業実施申込み） 

第７条 訪問交流事業の実施を希望する小中学校等は、土地水資源対策課長が別に定める

募集期間内に水源地域訪問交流事業申込書（第８号様式）により土地水資源対策課長へ申

し込むものとする。 

(交流決定) 

第８条 交流決定に係る手続きは、次のとおりとする。 

(1) 実施プログラムの選定 

  土地水資源対策課長は、小中学校等から提出された申込書の内容を踏まえ、水源地域 

訪問交流事業意向確認書（第９号様式）により、交流対応者に訪問交流への承諾意向を 

確認する。 

ただし、予算の上限を超えた場合に限り、別表に定める優先順位が高い項目から順次、

予算の範囲内で選定する。 

(2) 実施意向の回答 

  交流対応者は、意向の確認があった日から 10 日以内に水源地域訪問交流事業意向回 

答書（第 10 号様式）により、承諾又は不承諾の意思を土地水資源対策課長に対し回答す 

る。 

(3) 調整結果の通知 

交流対応者からの回答を受け、土地水資源対策課長は、小中学校等に水源地域訪問交 

流事業調整結果通知書（第 11号様式）により結果を通知する。通知に際し、土地水資源 

対策課長は訪問交流事業に係るアンケートの実施を小中学校等に依頼することができ 

るものとする。 

２ 前条の申込みが次の各号に該当する場合は、交流対応者による訪問交流事業を実施し

ない。 

(1) 水源地域及び水源環境保全の重要性への理解促進と関係のない事業であると土地水 

資源対策課長が判断した場合 

(2) 申込みをした小中学校等において、既に同一内容で同一年度内に本事業を実施してい 

る場合 

(3) 希望する訪問交流事業に対して実施承諾ができる交流対応者がいない場合 

(4) 実施に伴う費用が予算の上限に達した場合 

(5) その他、土地水資源対策課長が判断した場合 

（委託契約） 

第９条 委託契約に係る手続きは、次のとおりとする。 

(1) 委託に関する事務手続き 

県は、交流対応者へ仕様書を送付し、見積書の提出を依頼する。交流対応者は、仕様 

書に基づく見積書を県に提出する。また、県は、交流対応者に委託発注書を送付する。 

(2) プログラムの実施 

交流対応者は、小中学校等と詳細を調整の上、プログラムを実施する。 

(実施報告） 

第10条 交流対応者は、仕様書に記載の日までに、実施状況について、水源地域訪問交流事
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業実施報告書（参考様式）を土地水資源対策課長に報告する。 

(申込内容の変更及び中止) 

第11条 第８条に基づく交流決定を受けた訪問交流事業について、小中学校等がやむを得

ない事由により第７条に基づく申込内容を変更又は中止しようとするときは、水源地域

訪問交流事業（変更・中止）申出書（第12号様式）を土地水資源対策課長に提出するもの

とする。 

２ 土地水資源対策課長は、前項の申出に対し、やむを得ないと認められる場合は、交流対

応者と協議のうえ、水源地域訪問交流事業（変更・中止）承諾書（第13号様式）により承

諾する。 

(その他)  

第12条 その他の事項については、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 交流対応者１者につき、登録できるプログラム数は５件以内とする。 

(2) 第８条に基づく調整の結果、事業実施のプログラムが複数である場合も、費用は

500,000円未満とする。 

(3) 前条に基づく変更又は中止等、交流対応者の責に帰さない理由により、仕様書のとお

りに訪問交流事業が実施できない場合の費用負担については、県と交流対応者で別途

協議することとする。 

(4) 交流対応者は、小中学校等に対して、実施に関する費用負担を求めてはならない。 

第13条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は土地水資源対

策課長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、令和８年３月２日から施行する。 

 

 

別表（第８条関係） 

優先 

順位 
項目 

１ 都市地域に所在する小中学校等 

２ 過去３年以内に当事業へ参加していない小中学校等 

 


